
1．看護の種別及び看護配置

病棟

３階 　9：00～18：00　　　　　　
看護職員（看護師及び准看護師）1日　4名以上　　患者様受け持ち数　11名様以内

（３３床）

18：00～翌10：00

４階 　9：00～18：00　　　　　

（４７床）

18：00～翌10：00

入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時（夕食については午後６時

禁煙治療を保険適用にて行っております。

4．届出の施設基準

・後発医薬品使用体制加算1

・がん治療連携指導料

　看護補助加算Ⅰ ・肝炎インターフェロン治療計画料

・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

・障害者施設等入院基本料(１３対１） ・神経学的検査

　看護補助加算Ⅰ ・入院時食事療養（Ⅰ）

・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影
　特殊疾患入院施設管理加算 ・胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)
・ニコチン依存症管理料 　　※医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
・運動器リハビリテーション料（Ⅰ） ・胃瘻造設時嚥下機能評価加算
・呼吸器リハビリテーション料（Ⅱ） ・機能強化加算
・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） ・薬剤管理指導料
・感染対策向上加算2 ・認知症ケア加算（Ⅲ）
  連携強化加算 ・情報通信機器を用いた診療に係る基準
　サーベイランス強化加算 ・往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算
・診療録管理体制加算3 ・協力対象施設入所者入院加算
・データ提出加算1 ・医療DX推進体制整備加算
・地域包括ケア入院医療管理料1 ・入院ベースアップ評価料35
　看護職員配置加算（地域包括ケア病棟入院料の注３）：有 ・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　看護補助者配置加算（地域包括ケア病棟入院料の注４）：有
・別添1の「第14の2」の1の（3）に規定する
　在宅療養支援病院

当病棟では、1日に11名以上の看護職員(看護師及び准看護師）と5名の看護補助者が

　　   　届出施設基準に関するご案内

届出している入院基本料等 看護配置
当病棟では、1日に8名以上の看護職員(看護師及び准看護師）と4名の看護補助者が
勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

障害者施設等病棟入院基本料
（１３対１）
看護補助加算1
夜間７５対１看護補助加算：有

看護補助職員　　　　　　　　　1日　2名以上　　患者様受け持ち数　17名様以内

看護職員（看護師及び准看護師）1日　2名以上　　患者様受け持ち数　17名様以内
看護補助職員　　　　　　　　　1日　1名以上　　患者様受け持ち数　33名様以内

一般病棟入院基本料
（地域一般入院料1）
様式10の6・90日を超えて入院する
患者の算定：有
看護補助加算1
内　３０床
地域包括ケア入院医療管理料1
看護職員配置加算：有
看護補助者配置加算：有
夜間７５対１看護補助加算：有

勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

看護職員（看護師及び准看護師）1日　7名以上　　患者様受け持ち数　 8名様以内
看護補助職員　　　　　　　　　1日　4名以上　　患者様受け持ち数　16名様以内

看護職員（看護師及び准看護師）1日　2名以上　　患者様受け持ち数　24名様以内

看護補助職員　　　　　　　　　1日　1名以上　　患者様受け持ち数　47名様以内

３階病棟については特殊疾患入院施設管理加算を算定しています。

４階病棟４７床中３０床について、地域包括ケア入院医療管理料1を算定しています。対象病室は次の通りです。
４０８号室,４１０号室,４１３号室,４１５号室,４１６号室,４１７号室,４１８号室,４２０号室,４２１号室,４２２号室

2．当院は入院時食事療養（Ⅰ）に係る食事療養を実施しています。

以降）適温で提供しています。

3．ニコチン依存症管理料の届出を行い、治療を実施しています。

・一般病棟入院基本料（地域一般入院料１）

　様式１０の６・９０日を超えて入院する患者の算定：有

　夜間７５対１看護補助加算：有

　夜間７５対１看護補助加算：有
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患者様へのご案内（厚生労働大臣の定める掲示事項）

（機能強化加算）
当院では、「かかりつけ医」機能を有する病院として、機能強化加算を算定しており以下の取り組みを行っております。
・受診されているほかの医療機関や処方されている医薬品を把握させていただくため、お薬手帳のご提示やご質問を
  させていただく場合がございます。
・必要に応じて、専門医師や専門医療機関をご紹介させていただきます。
・健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
・福祉・保健サービスに係る相談に応じます。
・診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。

（明細書発行体制等加算）
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の
算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

後発医薬品の使用促進・医薬品の安定供給に向けた取り組みについて
・外来の患者様（一般名処方加算）

当院では処方箋発行の際、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした
一般名処方（一般的な名称により処方箋を発行すること）を行う場合があります。
特定の医薬品が不足した場合であっても、一般名処方により必要なお薬が提供しやすくなります。

　長期収載品の選定療養について
後発医薬品のある医薬品で、先発品（長期収載品）の処方を希望される場合、選定療養費が発生する場合があります。
医療財政の改善に資することから後発医薬品が推奨されておりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

・入院の患者様（後発医薬品使用体制加算）
厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従って、当院では、後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。
後発医薬品の採用にあたっては、品質確保・十分安全な情報提供・安定供給、当院の定める条件を満たし、有効かつ安全な製品を
採用しています。
医薬品の供給不足が生じた場合、医薬品の処方等の変更に関して適切な対応ができる体制を整えております。
医薬品の供給状況によっては、投与する薬剤が変更となる可能性がありますが、その時は患者様に説明いたします。
ご不明な点等ございましたら、主治医または薬剤師にお尋ねください。

長期処方・リフィル処方箋について
当院では患者様の状況に応じ、①28日以上の長期の処方を行うこと②リフィル処方箋を発行すること　いずれの対応も可能です。
なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは、病状に応じて担当医が個別的に判断します。

（医療情報取得加算）
当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、診療報酬点数を算定します。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いします。

（医療ＤＸ推進体制整備加算）
当院は、医療ＤＸ推進体制加算について以下の通り対応を行っています。
・オンライン請求を行っております。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・電子資格情報を利用して取得した診療情報を、診療室で閲覧または活用できる体制を有しています。
・電子処方箋の発行については今後導入予定です。
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については今後導入予定です。
・マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声掛け、ポスター掲示を行っています。
・医療ＤＸ推進の体制に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得、および活用して診療を行っています。
・マイナポータルの医療情報等に基づき、患者様からの健康管理に係る相談に応じています。

（協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算）
当院は、介護保険施設等の協力医療機関として、当該介護施設から24時間連絡を受ける体制をとっています。また、緊急時には
入院できる体制を確保しています。
入所者の診療情報及び緊急時の対応方針の共有を図るため、月1回以上の頻度でカンファレンスを行っている施設は次の通りです。

【連携介護施設等】
・特別養護老人ホーム 藤島園
・地域密着型介護老人福祉施設 第２藤島園そよかぜホーム
・グループホームふじしま
・ケアハウス藤島園
・特別養護老人ホーム 高雄苑
・地域密着型介護老人福祉施設 ほたるの杜
・介護老人保健施設 九頭竜長生苑
・軽費老人ホーム ケアハウス九頭竜
・指定介護老人福祉施設 永平寺ハウス
・サービス付き高齢者向け住宅 すずらん
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医療点数表第２章第１０部手術の通則の５及び６（歯科点数表第２章第９部手術の通則４を含む。）

に掲げる手術に関する実施状況報告書

対象期間：2024年1月1日～2024年12月31日

手術の件数

区分１に分類される手術手術の件数 0
区分２に分類される手術手術の件数 0
区分３に分類される手術手術の件数 0
区分４に分類される手術手術の件数 0
その他の区分に分類される手術 0



料金（１日） 料金（１日）

特別室（26.5㎡） ４０１号 11,000円 ４０２号 4,400円

  〃  （25.3㎡） ４１２号 11,000円 ４０３号 4,400円

個室Ａ（17.9㎡） ３０１号 8,800円 ４１３号 4,400円

  〃　（17.9㎡） ３０２号 8,800円 ４１５号 4,400円

個室Ｂ（17.9㎡） ３０３号 4,400円 ３１２号 2,200円

  〃　（17.9㎡） ３０５号 4,400円 ４０５号 2,200円

  〃　（17.9㎡） ３０６号 4,400円

  〃  （17.9㎡） ３０７号 4,400円

  〃　（17.9㎡） ３１３号 4,400円

2．制限回数を超える疾患別リハビリテーションの取り扱いについて
保険適用期間

発症・手術・急性憎悪から180日
・運動器リハビリテーション料　　　（Ⅰ）      〃　　　　　　 　　150日
・呼吸器リハビリテーション料　　　（Ⅱ）      〃　　　　　　 　 　90日

平成22年4月規定の改訂により治療を継続することにより状態の改善が期待できる場合、治療上有効と認め

られる場合には、上記所定時間経過後であっても従来通り1月１３単位を越えて保険診療が受けられます。

保険適用期間経過後の保険外負担　

前記以外に患者様の治療に対する意欲を高める必要が認められる場合に、1月13単位を超える疾患別リハビ

リテーションを実施した場合、保険外負担となり料金は次のとおりです。
・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） １単位 2,000円
・運動器リハビリテーション料　　　（Ⅰ） １単位 1,850円
・呼吸器リハビリテーション料　　　（Ⅱ） １単位 850円

紙オムツ (M・L）１枚 150円 １枚 2,200円
リハビリパンツ （Ｍ）　１枚 160円 １枚 5,500円
〃 （Ｌ）　１枚 170円 １枚 4,400円
尿取パット （Ｍ）　１枚 50円 １枚 5,500円
〃 （Ｌ）　１枚 70円 １枚 440円
検査食 １箱 1,100円 １枚 2,200円
付添寝具料 １回 220円 １枚 2,200円

1回 27,500円
1回 8,000円
1回 7,000円
1回 5,000円

（大人用）1回 7,000円
※　　　1回 3,600円

※

4．交通費

②病院より半径５ｋｍ以内　　　　　　　　７７０円
　（新田塚、文京、成和、丸岡町安田新、永平寺町松岡葵、春江町いちい野付近）
③病院より半径７ｋｍ以内　　　　　　１，０２０円
　（田中町、若杉町、永平寺諏訪間、丸岡町赤坂付近）

種類　（面積） 種類　（面積） 　　　主な設備（各室共通　ロッカー、小机・椅子）

　保険外負担に関するご案内

1．当院の室料差額をご負担いただく病室は、次のとおりです。
令和元年１０月１日改定（消費税を含みます）

個室Ｂ（17.9㎡） 　特別室　：バス・トイレ、テレビ（視聴無料）

個室Ｂ（17.9㎡） 　　　　　　小型冷蔵庫、電話(通話料有料)

個室Ｂ（17.9㎡） 　個室Ａ　：テレビ及び小型冷蔵庫（定額330円/1日）

病院用紙診断書

個室Ｂ（17.9㎡） 　　　　　　バス・トイレ、電話（通話料有料）

２人室（19.4㎡） 　個室Ｂ　：テレビ及び小型冷蔵庫（定額330円/1日）

    〃　（19.4㎡） 　　　　　　トイレ、電話（通話料有料）

　2人部屋 ：テレビ及び小型冷蔵庫（定額330円/1日）

・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）

3.当院では以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。

インフルエンザワクチン

生命保険会社診断書
身体障害者用診断書
死亡診断書
医療負担額証明書
医療証明書
通院証明書
子宮頸がんワクチン
麻疹風疹混合ワクチン

水痘ワクチン
おたふくワクチン
肺炎球菌ワクチン

高齢者の場合、市町村の補助金に
より負担額が異なります。

なお、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の
徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。

①病院より半径２ｋｍ以内　　　　　　　　５１０円
　（大和田、堂島、中新田、開発、森田付近）

④以上２ｋｍ増す毎に２５０円加算させていただきます。
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